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委 託 仕 様 書 

 

１ 目的 

この仕様書は、玉名市水道事業、玉名市公共下水道事業並びに玉名市農業集落排水

事業及び玉名市公共浄化槽整備事業（以下「玉名市」という。）が５に掲げる業務を委

託する場合において、受託者が履行すべき範囲及び内容を定める。 

 

２ 委託名 

委託の名称は、玉名市水道料金徴収事務等業務委託（以下「委託」という。）とする。 

 

３ 委託業務の履行場所 

受託者は、玉名市玉名２０４２番地２（旧玉名市水道局）２階の玉名市水道お客様

センター（以下「センター」という。）において委託業務を履行する。 

 

４ 委託期間 

(1) 委託期間は、令和４年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

(2) 令和４年２月１日から令和４年３月３１日までの期間は業務の引継ぎに要する期

間とし、現在業務を受託している者から円滑に引き継ぎを受けるものとする。 

 

５ 業務委託の内容 

(1) 業務委託の内容は、次に掲げる各号の業務とする。 

① 受付業務 

② 検針業務 

③ 量水器管理業務（検定期限満了分の取替え通知作成業務を含む。） 

④ 徴収・収納業務（納付書等作成・送付業務を含む。） 

⑤ 調定業務 

⑥ 清算業務 

⑦ 開栓・閉栓業務 

⑧ 給水停止業務 

⑨ 使用料賦課算定に係る調査等の実施・整理業務 

⑩ 統計資料等作成業務 

⑪ 事務引継事務 

⑫ 公共下水道受益者負担金請求、収納業務 

⑬ 前各号に掲げる電算処理業務 

⑭ 給水施設の不具合（漏水、濁り水等）に関する初期対応 

(2) 前項に掲げる業務の細目は、別に定める。 
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６ 経費の負担 

(1) 業務委託の履行に必要な次の経費は、玉名市が負担する。 

① 納付書等郵送料 

② 納付書等、口座振替依頼書、検針票、各種封筒に係る印刷製本費 

③ 上下水道システム等関連費、その他貸与品の設置及び保守に要する経費 

(2) 受託者が負担する経費は、次の各号に掲げる経費とする。 

① 光熱費、通信運搬費、賃借料等のセンターを維持するために必要な経費 

② 業務用車両費、被服費、事務用消耗品 

③ 行政財産使用料 

（お客様センターの建物使用料等・見積計上額（年間５２５，７５６円(税込み)）） 

(3) ４の(2)に係る経費については、新規受託者の負担とする。               

 

７ 業務の予定実数 

委託業務の予定件数は、別紙１のとおりとする。 

 

８ 貸与品 

次の各号に掲げる備品等については、玉名市が受託者に貸与するものとし、受託者

は善良な管理に努めるものとする。 

①  上下水道料金システム、農業集落排水使用料システム及び受益者負担金システ

ムを運用するために必要な端末（６台）、プリンター（３台）、検針器（スマート

フォン）（２３台） 

② 金庫、机、椅子、電話器 

③ 業務従事を証する身分証明書 

④ 事業所に必要なその他の備品 

 

９ 身分証の携帯 

８の③に掲げる身分証明書は、業務従事中は常に携帯し、使用者等から提示を求め

られたときは、これを提示しなければならない。 

 

10 水道料金の取扱い 

受託者が収納した上下水道料金等は，別に指定する期日までにその内容を示す計算

書を添えて玉名市に納入しなければならない。 

 

11 業務報告書 

受託者は、業務に係る報告書（日報及び月報）を作成し、玉名市に提出しなければ
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ならない。 

 

12 連絡会議 

毎月初日に連絡会議を開催し、受託者は前項に掲げる月報等を提出するほか、委託

業務の遂行に必要な事務協議を行なうものとする。 

 

13 委託料の支払 

委託料は月額に均等割し、受託者の請求に基づき翌月末日までに支払うものとする。 

14 業務責任者 

受託者は、委託業務を管理し、円滑な履行を進めるため、責任者を選任し、玉名市

に届出なければならない。 

 

15 苦情等の処理 

(1) 受託者は、業務委託の履行に際して発生する使用者からの苦情に誠意をもって対

応しなければならない。 

(2) 受託者は、業務委託の履行を原因とした施設等の破損に対しては、責任をもって

対応しなければならない。 

(3) 上記(1)及び(2)が生じたときは、受託者は速やかに玉名市に文書をもって報告し

なければならない。 

 

16 法令等の遵守 

受託者は、業務委託の履行に当たっては、関係法令並びに玉名市水道事業条例等及

び関係規程等を遵守しなければならない。 

 

17 秘密の保持 

(1) 受託者は、業務委託の履行に際して知り得た事項は、一切第三者に漏らしてはな

らない。 

(2) 受託者は、上下水道システム等に入力されている情報、業務委託の履行に必要な

資料及びその結果等について、玉名市の許可なく第三者のために複写、閲覧又は貸

出を行ってはならない。 

(3) 受託者は、業務委託完了後は玉名市が指定した保管を要する指示するものを除き、

情報及び資料を抹消、焼却及び切断等による再生が不可能な方法により処分しなけ

ればならない。 

 

18 個人情報の保護 

受託者は、業務のため個人情報を取り扱う場合は、玉名市個人情報保護条例（平成
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１７年条例第１３号）の規定を遵守し、契約に定める個人情報の保護条項に基づき、

個人情報の保護に努めなければならない。 

 

19 災害時及び緊急事態発生時における協力 

災害等が発生した場合は、受託者は玉名市の指示に従うとともに最大限の協力をする

こと。 

 

20 事務引継ぎ 

受託者は、委託契約期間が満了する年度の２月１日から３月３１日までの間は、業

務引継ぎのための準備期間として、又は契約が解除された場合は委託業務に関する一

切の事務を玉名市又は玉名市が指定する者に引き継がなければならない。 
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別紙 １ 

予定件数（令和２年度実績） 

 

１ 受付・窓口業務 

(1) 使用開始受付                          1,753件 

(2) 使用中止（休止）届受付（主に電話受付）             2,027件 

 

２ 閉開栓業務 

(1) 開栓                              1,951件 

(2) 閉栓（休栓）                          1,970件 

 

３ 量水器管理業務 

(1) 取替数                             2,751件 

 

４ 料金徴収業務 

(1) 検針業務 

検針（井戸水等メーターを含む。）                  289,542件 

異常水量等に伴う再検針及び調査                   2,656件 

検針票の郵送                            1,897件 

(2) 納入通知書送付                         25,062件 

(3) 口座再振替通知書送付                      6,943件 

 (4) 収納件数                           448,216件 

  窓口・訪問                            7,772件 

  口座振替収納分（再振替分含む）                 256,451件 

(5) 督促状送付                           9,581件 

(6) 催告書の作成・配布                        422件 

(7) 給水停止予告通知書の作成・送付                 2,696件 

 (8) 給水停止                             197件 

 

５ 公共下水道事業受益者負担金請求及び徴収業務 

(1) 納入通知書送付                           21件 

(2) 口座振替済通知書送付                        12件 

(3) 督促状送付                              13件 

  

【 参 考 】 

  令和３年６月期の調定件数 

    上水道                            21,825件 

    公共下水道                           14,064件 

    農業集落排水                           1,710件 

    浄化槽                              197件 

    受益者負担金                           18件 


